
２０２３年１０月 16日 

 

すこやか短期利用契約をされている皆様へ 

  

すこやか施設長 

 

試行として２０２４年１月利用分（１２月１日受付開始分）から予約の受付方法を改めます。 

 

新しい予約方法を一定期間（３カ月程度）試行して利用者の皆様の声をお聞きし、その後も継

続するかどうかを決めさせていただきます。 

 

２０２４年１月利用分から 

（１２月１日受付開始分） 改正後試行 

２０２３年１２月利用分まで 

（１１月１日受付開始分） 改正前 

 

すべての利用希望者について、毎月 1日（土

曜日、日曜日、祝祭日、年末年始の場合は翌

平日）から次の月分の予約を受け付けます。 
【留意点】 
・利用は１ヶ月につき１回・７日以内（最大６泊７日）
とさせていただいております。 

 月を跨いで利用する場合は、各月に利用があるという
扱いになりますので、退所する月の翌月利用分から予約
を入れることが可能です。 

 

 

前の月に利用予定がある方は、次の月の予約

は第二受付日（毎月１０日以降）としていま

した。 
【過去の取扱い】 
・短期入所は、短期入所利用受付専用電話にて毎月 1日
から 9日まで（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除

く）を第一次受付期間として次月分の予約を受け付けま
す。ただし、前月に予約がある場合は第一次受付期間中
は予約できません。毎月 9日の第一次受付期間終了の時

点で空きがある場合は、前月に予約がある場合でも第二
次受付として 10日（土・日・祝祭日にあたる場合は次
の営業日）から予約を受け付けます。 

 

 

すこやかでは、２０２３年１０月利用分から短期入所の定員を６名まで増やしました。 

 

より利用し易い環境を整えるため、２０２４年１月利用分（１２月１日受付開始分）より予約

受付方法も見直して、試行としてすべての利用希望者について、毎月初めから次の月分の予約を

受け付けます。 

 

申込はこれまでと同じで、午前９時から午後５時までの間に電話でお申込みいただきます。予

約は先着順ですので、利用希望が集中する時期には満床となり予約ができない場合もございます

ので、その場合はご容赦をお願い致します。 

 

 なお、現在一日の入所手続可能な人数を２名（９時と１０時各１名）としておりますが、入所

前の診察や聞取りはに時間を要することから、引き続きこの取扱は継続させていただきます。 

 

また、前回利用から原則として１２カ月以上ご利用のない場合は、まず当院の外来を受診して

いただき利用者様のお身体の状態を確認してから、予約を受けさせていただきますので、ご理解

をお願いいたします。（ただし、その間の当院受診状況によってはこれと違う扱いをする場合も

あります。） 
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